
 
 

令和３年４月 16 日  

 

医療関係団体の長 様 
 

神奈川県知事 黒岩 祐治  
（公 印 省 略）   

 
まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて 

 
 日ごろより、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。 

令和３年４月 16 日、政府は本県に対し、４月 20 日から５月 11 日まで、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（以下「法」という）に基づくまん延防止等重点措置を

適用しました。 

このことを受け、本県では、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川

県実施方針」を別添のとおり策定し、必要な措置等を行うこととしました。 

措置区域である横浜市、川崎市、相模原市の飲食店等に対して、重点措置期間中に、

法第 31 条の６に基づき、５時から 20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は 11 時か

ら 19 時まで）の要請を行います。また、措置区域以外の飲食店等については、引き

続き５時から 21 時までの営業時間短縮（酒類の提供は 11 時から 20 時まで）の協力

をお願いします。 

その他、イベント等の開催制限をはじめ、「別紙」のとおりお願いさせていただきま

す。 

 
別添 
 １ 知事メッセージ 
 ２ 神奈川県実施方針 
 ３ （別紙）事業者の皆様へ 
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